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文書管理規程の名称 改正の概要 改正日 新旧対照表

山形県公文書管理規程 組織改編に伴う改正 R3.4.1 資料３-１

組織改編に伴う改正 R3.4.26 資料３-２

押印廃止に伴う改正 R3.9.24 資料３-３

山形県教育委員会公文書管理規程 押印廃止に伴う改正 R3.10.22 資料３-４

山形県人事委員会公文書管理規程 押印廃止に伴う改正 R3.11.26 資料３-５

山形県企業局公文書管理規程 組織改編に伴う改正 R3.4.1 資料３-６

押印廃止に伴う改正 R3.10.1 資料３-７

山形県病院事業局公文書管理規程 押印廃止に伴う改正 R3.10.19 資料３-８

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構
文書管理規程

組織変更に伴う改正 R3.6.30 資料３-９

文書管理規程の一部改正について

企業管理者

病院事業管理者

地方独立行政法人
山形県・酒田市病院機構

実施機関

知事

教育委員会

人事委員会



山形県公文書管理規程新旧対照表（令和３年４月１日改正） 

改　正　前 改 正　後
別表第２ 別表第２ 

１ 本庁 １ 本庁 

部名 課名 記号 部名 課名 記号 

－略－ －略－ 

みらい企

画創造部 

企画調整課 企調 みらい企

画創造部 

企画調整課 企調 

市町村課 市町村 市町村課 市町村 

移住・定住推進課 移住 ふるさと山形移住・定

住推進課 

移住 

国際人材活躍支援課 国際 国際人材活躍・コンベ

ンション誘致推進課

国際 

総合交通政策課 総交 総合交通政策課 総交 

ＩＣＴ政策推進課 ＩＣＴ やまがた幸せデジタル

推進課 

デジ 

統計企画課 統企 統計企画課 統企 

－略－ －略－ 

子育て若

者応援部 

子育て支援課 子育 しあわせ

子育て応

援部 

しあわせ子育て政策課 子政策 

子ども保育支援課 子保育 

子ども家庭課 子家 子ども家庭支援課 子家 

若者活躍・男女共同参

画課 

若男女 女性・若者活躍推進課 女若 

健康福祉

部 

健康福祉企画課 健企 健康福祉

部 

健康福祉企画課 健企 

医療政策課 医政 医療政策課 医政 

新型コロナワクチン接

種総合企画課 

新コロ 新型コロナワクチン接

種総合企画課 

新コロ 

地域福祉推進課 地福 地域福祉推進課 地福 

健康づくり推進課 健推 がん対策・健康長寿日

本一推進課 

健推 

長寿社会政策課 長政 高齢者支援課 高支 

障がい福祉課 障 障がい福祉課 障 

産業労働

部 

商工産業政策課 産政 産業労働

部 

商工産業政策課 産政 

中小企業振興課 中企 中小企業・創業支援課 中企 

工業戦略技術振興課 工振 工業戦略技術振興課 工振 

商業・県産品振興課 商県産 商業・県産品振興課 商県産 

貿易振興課 貿易 貿易振興課 貿易 

雇用対策課 雇 雇用・コロナ失業対策

課 

雇 

観光文化

スポーツ

部 

観光立県推進課 観 観光文化

スポーツ

部 

観光復活戦略課 観 

イン・アウトバウンド

推進課 

イ

資料３－１



文化振興・文化財課 文文 文化振興・文化財活用

課 

文文 

新県民文化館活用・発

信課 

新活発 

スポーツ振興・地域活

性化推進課 

ス地 スポーツ振興・地域活

性化推進課 

ス地

農林水産

部 

農政企画課 農政 農林水産

部 

農政企画課 農政 

農業経営・担い手支援

課 

農担 農業経営・所得向上推

進課 

農経 

６次産業推進課 ６次 ６次産業推進課 ６次 

県産米ブランド推進課 県産米 県産米ブランド推進課 県産米 

農業技術環境課 農技 農業技術環境課 農技 

園芸農業推進課 園農 園芸農業推進課 園農 

畜産振興課 畜振 畜産振興課 畜振 

水産振興課 水振 水産振興課 水振 

農村計画課 農計 農村計画課 農計 

農村整備課 農整 農村整備課 農整 

森林ノミクス推進課 森林 森林ノミクス推進課 森林 

－略－ －略－ 

３ 出先機関 ３ 出先機関 

出先機関名 記号 出先機関名 記号 

－略－ －略－ 

新県民文化館 新文館 県民文化館 県文館 

－略－ －略－ 



山形県公文書管理規程新旧対照表（令和３年４月１日改正） 

改 正 前 改 正 後 

別表第３ 別表第３ 

文書分類記号表 文書分類記号表 

 第二分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  第二分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 第一分類   第一分類  

 Ｍ 農務 総

記 

農

政

企

画 

農

業

経

済 

農

業

技

術 

農

業

振

興 

園

芸

特

産 

畜

産 

     Ｍ 農務 総

記 

農

政

企

画 

農

業

経

済 

農

業

技

術 

農

業

振

興 

園

芸

特

産 

畜

産 

６

次

産

業 

   

  

 Ｂ 人事             Ｂ 人事            

 第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 第二分類   第二分類  

 ６ 福利厚

生 

総

記 

健

康

管

理 

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン 

職

員

共

済 

互

助

共

済 

財

形

貯

蓄 

信

用

共

済 

財

形

貯

蓄 

    ６ 福利厚

生 

総

記 

健

康

管

理 

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン 

職

員

共

済 

互

助

共

済 

財

形

貯

蓄 

     

  

 Ｆ 福祉             Ｆ 福祉            

 第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 第二分類   第二分類  

                            

 ３ 障がい

福祉 

総

記 

相

談 

障

が

い

者

手

帳 

在

宅

福

祉 

施

設

福

祉 

障

が

い

者

扶

養

共

済 

      ３ 障がい

福祉 

総

記 

相

談 

障

が

い

者

手

帳 

在

宅

福

祉 

施

設

福

祉 

障

が

い

者

扶

養

共

済 

事

業

者 

    

  

 Ｇ 生活文

化 

            Ｇ 生活文

化 

           

 第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 第二分類   第二分類  

 ７ 県民活

動 

総

記 

Ｎ

Ｐ

Ｏ

法

県

民

活

動

最

上

川

県

災

害

ボ

ラ

       ７ 県民活

動 

総

記 

Ｎ

Ｐ

Ｏ

法

県

民

活

動

災

害

ボ

ラ

       



人

認

証 

振

興 

民

運

動 

ン

テ

ィ

ア 

人 振

興 

ン

テ

ィ

ア 

  

 Ｈ 安全             Ｈ 安全            

 第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 第二分類   第二分類  

 ２ 消防 総

記 

予

防 

危

険

物

規

制 

消

防

設

備

士 

消

防

施

設

整

備 

救

急 

教

育

訓

練 

警

防 

    ２ 消防 総

記 

予

防 

危

険

物

規

制 

消

防

設

備

士 

消

防

施

設

整

備 

消

防

吏

員

・

団

員 

救

急 

教

育

訓

練 

警

防 

  

  

 Ｊ 環境             Ｊ 環境            

 第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 第二分類   第二分類  

 １ 環境保

全 

総

記 

環

境

管

理 

大

気 

水

質 

騒

音

振

動

悪

臭 

土

壌

汚

染 

地

盤

沈

下 

化

学

物

質 

地

球

温

暖

化

対

策 

   １ 環境保

全 

総

記 

環

境

管

理 

大

気 

水

質 

騒

音

振

動

悪

臭 

土

壌

汚

染 

地

盤

沈

下 

化

学

物

質 

気

候

変

動

対

策 

  

 ２ 自然保

護 

総

記 

自

然

環

境

保

全 

自

然

公

園 

温

泉 

鳥

獣

保

護 

み

ど

り

環

境 

      ２ 自然保

護 

総

記 

自

然

環

境

保

全 

自

然

公

園 

温

泉 

鳥

獣

保

護

管

理 

み

ど

り

環

境 

     

  

  

 Ｍ 農務             Ｍ 農務            

 第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 第二分類   第二分類  

 ２ 農業経

済 

総

記 

農

協

育

成 

農

協

検

査 

共

済 

融

資

資

金 

農

業

講

習 

      ２ 農業経

済 

総

記 

農

協

育

成 

農

協

・

漁

協

検

査 

共

済 

融

資

資

金 

農

業

講

習 

     



               ７ ６次産

業 

総

記 

６

次

産

業 

食

農

連

携 

食

産

業

戦

略 

流

通

販

売 

輸

出 

     

  

 Ｏ 林務             Ｏ 林務            

 第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 第二分類   第二分類  

 ０ 総記 総

記 

設

計

管

理 

試

験

研

究 

林

務

検

査 

緑

化 

       ０ 総記 総

記 

設

計

管

理 

試

験

研

究 

林

務

検

査 

緑

化 

森

林

環

境

譲

与

税 

     

 １ 林政 総

記 

森

林

計

画 

林

産 

普

及

指

導 

林

業

振

興 

       １ 林政 総

記 

森

林

計

画 

林

産 

普

及

指

導 

林

業

振

興 

森

林

経

営

管

理

法 

     

 ２ 林業 総

記 

林

道 

造

林 

治

山 

森

林

管

理 

県

営

林 

森

づ

く

り 

     ２ 林業 総

記 

林

道 

造

林 

治

山 

森

林

管

理 

県

営

林 

森

づ

く

り 

保

安

林 

   

  

 Ｑ 建設             Ｑ 建設            

 第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  第三分類 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 第二分類   第二分類  

 ０ 総記 総

記 

土

地

収

用 

土

木

用

地 

測

量 

建

設

業 

工

事

検

査 

災

害

復

旧 

技

術

管

理 

    ０ 総記 総

記 

土

地

収

用 

土

木

用

地 

測

量 

建

設

業 

工

事

検

査 

災

害

復

旧 

技

術

管

理 

入

札

契

約 

  

 １ 道路 総

記 

地

方

道 

国

道 

橋

り

ょ

う 

道

路

環

境 

有

料

道

路 

高

速

道

路 

     １ 道路 総

記 

道

路

改

築 

交

通

安

全 

橋

り

ょ

う 

道

路

環

境 

有

料

道

路 

高

速

道

路 

雪

寒 

災

害

防

除 

  

                            

 ５ 建築 総

記 

建

築

指

導 

建

築

審

査 

建

築

士 

        ５ 建築 総

記 

建

築

指

導 

建

築

審

査 

建

築

士 

住

宅

審

査 

      



                            

 ７ 営繕 総

記 

受

託

建

築

設

計 

建

物

調

査

及

び

評

価 

県

施

設

営

繕

工

事 

        ７ 営繕 総

記 

受

託

建

築

設

計 

建

物

維

持

保

全 

県

施

設

営

繕

工

事 

       

  

 



山形県公文書管理規程新旧対照表（令和３年４月26日改正） 

改　正　前 改 正 後 

別表第２ 別表第２ 

１ 本庁 １ 本庁 

部名 課名 記号 部名 課名 記号 

防災くら

し安心部 

防災危機管理課 防危 防災くら

し安心部 

防災危機管理課 防危 

消防救急課 消救 消防救急課 消救 

消費生活・地域安全課 消地 消費生活・地域安全課 消地 

食品安全衛生課 食 食品安全衛生課 食 

新型コロナ対策認証課 新認 

資料３－２



山形県公文書管理規程新旧対照表（令和３年９月24日改正） 

改 正 前 改 正 後 

（文書の配布） （文書の配布） 

第16条 －略－ 第16条 －略－ 

２ 書留の取扱いによる文書の送達を受けたとき

は、文書主管課において、封皮に受付日付印（別

記様式第１号）を押印し、書留文書送達簿（別

記様式第２号）に所要の事項を記入し、及び主

務課の文書取扱担当者に配布する際に受領印を

書留文書送達簿に徴しなければならない。 

２ 書留の取扱いによる文書の送達を受けたとき

は、文書主管課において、封皮に受付日付印（別

記様式第１号）を押印し、書留文書送達簿（別

記様式第２号）に所要の事項を記入し、及び主

務課の文書取扱担当者に配布する際に署名を書

留文書送達簿に徴しなければならない。 

３ －略－ 

 

３ －略－ 

様式第２号 様式第２号 

  

 

  

 

 

 

確認印 受領印 確認者 受領者 

資料３－３



山形県教育委員会公文書管理規程新旧対照表 

改　正　前 改 正　後
第１条～第15条 －略－ 第１条～第15条 －略－ 

第16条 －略－ 第16条 －略－ 

２ 書留の取扱いによる文書の送達を受けたとき

は、文書主管課において、封皮に受付日付印（別

記様式第１号）を押印し、書留文書送達簿（別

記様式第２号）に所要の事項を記入し、及び主

務課の文書取扱担当者に配布する際に受領印を

書留文書送達簿に徴しなければならない。 

２ 書留の取扱いによる文書の送達を受けたとき

は、文書主管課において、封皮に受付日付印（別

記様式第１号）を押印し、書留文書送達簿（別

記様式第２号）に所要の事項を記入し、及び主

務課の文書取扱担当者に配布する際に署名を書

留文書送達簿に徴しなければならない。 

３ －略－ ３ －略－ 

第17条～第60条 －略－ 第17条～第60条 －略－ 

別表第１～別表第３ －略－ 別表第１～別表第３ －略－ 

別記 別記 

様式第１号 －略－ 様式第１号 －略－ 

様式第２号 様式第２号 

様式第３号～様式第11号 －略－ 様式第３号～様式第11号 －略－ 

（令和３年10月22日改正）
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山形県人事委員会公文書管理規程新旧対照表（令和３年11月26日改正）

改 正 前 改 正 後 

（文書の配布） （文書の配布） 

第16条 （略） 第16条 （略） 

２ 書留の取扱いによる文書の送達を受けたと

きは、封皮に受付日付印（別記様式第１号）

を押印し、書留文書送達簿（別記様式第２

号）に所要の事項を記入し、文書取扱担当者

に配布する際に受領印を書留文書送達簿に徴

しなければならない。 

２ 書留の取扱いによる文書の送達を受けたと

きは、封皮に受付日付印（別記様式第１号）

を押印し、書留文書送達簿（別記様式第２

号）に所要の事項を記入し、文書取扱担当者

に配布する際に署名を書留文書送達簿に徴し

なければならない。 

３ （略） 

  

３ （略） 

 

別記 

様式第２号 

別記 

様式第２号 
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山形県企業局公文書管理規程新旧対照表（R3.4.1施行） 

改　正　前 改 正 後 

（文書の配布） （文書の配布） 

第15条 文書（電子文書を除く。）の送達を受け

たときは、総務企画課において封皮により主務

課を確認し、直ちに主務課の文書取扱担当者に

配布しなければならない。ただし、封皮のみで

は主務課が確認できないものについては、開封

の上、封皮を添えて配布しなければならない。 

第15条 文書（電子文書を除く。）の送達を受け

たときは、封皮により主務課を確認し、直ちに

主務課の文書取扱担当者に配布しなければなら

ない。ただし、封皮のみでは主務課が確認でき

ないものについては、開封の上、封皮を添えて

配布しなければならない。 

２ 書留の取扱いによる文書の送達を受けたとき

は、総務企画課において封皮に受付日付印（別

記様式第１号）を押印し、書留文書送達簿（別

記様式第２号）に所要の事項を記入し、及び主

務課の文書取扱担当者に配布する際に受領印を

書留文書送達簿に徴しなければならない。 

２ 書留の取扱いによる文書の送達を受けたとき

は、封皮に受付日付印（別記様式第１号）を押

印し、書留文書送達簿（別記様式第２号）に所

要の事項を記入し、及び主務課の文書取扱担当

者に配布する際に受領印を書留文書送達簿に徴

しなければならない。 

別表第２ 別表第２ 

１ -略- １ -略- 

２ 事業所 ２ 事業所 

事業所名 記号 事業所名 記号 

山形県企業局村山電気水道

事務所 

企村電水 山形県企業局村山電気水道

事務所 

企村電水 

山形県企業局最上電気水道

事務所 

企最電水 山形県企業局最上電気水道

事務所 

企最電水 

山形県企業局置賜電気水道

事務所 

企置電水 山形県企業局置賜電気水道

事務所 

企置電水 

山形県企業局鶴岡電気水道

事務所 

企鶴電水 山形県企業局鶴岡電気水道

事務所 

企鶴電水 

山形県企業局酒田水道事務

所 

企酒水 山形県企業局酒田電気水道

事務所 

企酒電水 

様式第１号 様式第１号 

受  付 

山形県企業局総務企画課 

年 月 日 24 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 

34 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 
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山形県病院事業局公文書管理規程 新旧対照表 

改　正　前 改　正　後 

第１条～第 15条 －略－ 

（文書の配布） 

第 16条 文書（電子文書を除く。）の送達を受けた

ときは、文書主管課において封皮により主務課を

確認し、直ちに主務課の文書取扱担当者に配布し

なければならない。ただし、封皮のみでは主務課

が確認できないものについては、開封の上、封皮

を添えて配布しなければならない。 

２ 書留の取扱いによる文書の送達を受けたとき

は、文書主管課において、封皮に受付日付印（別

記様式第１号）を押印し、書留文書送達簿（別記

様式第２号）に所要の事項を記入し、及び主務課

の文書取扱担当者に配布する際に 受領印 を書留

文書送達簿に徴しなければならない。 

３ －略－ 

第 17条～第 59条 －略－ 

別表第１～別表第３ －略－ 

別記 

様式第１号 －略－ 

様式第２号 

第１条～第 15条 －略－ 

（文書の配布） 

第 16条 文書（電子文書を除く。）の送達を受けた

ときは、文書主管課において封皮により主務課を

確認し、直ちに主務課の文書取扱担当者に配布し

なければならない。ただし、封皮のみでは主務課

が確認できないものについては、開封の上、封皮

を添えて配布しなければならない。 

２ 書留の取扱いによる文書の送達を受けたとき

は、文書主管課において、封皮に受付日付印（別

記様式第１号）を押印し、書留文書送達簿（別記

様式第２号）に所要の事項を記入し、及び主務課

の文書取扱担当者に配布する際に 署名 を書留文

書送達簿に徴しなければならない。 

３ －略－ 

第 17条～第 59条 －略－ 

別表第１～別表第３ －略－ 

別記 

様式第１号 －略－ 

様式第２号 

様式第３号～様式第８号 －略－ 様式第３号～様式第８号 －略－ 

（令和３年10月19日改正）資料３－８
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